
総務課からのお知らせ

　10月17日（月）から23日（日）までの一週間は、全国一斉「行政相談週間」です。
　行政相談とは、国から委嘱を受けた相談員が、行政全般についての苦情や要望・意見などを受け付け、
みなさんの声を行政の改善に役立てる制度です。
　相談は無料です。秘密は堅く守られます。お気軽にご相談ください。

※行政相談所開設日以外でも、相談は随時受け付けています。

担当行政相談委員

中村　敏明　☎0920（83）0542

杉本美津廣　☎0920（52）8650

平井　桂一　☎0920（58）2840

大石　邦一　☎0920（84）5103
宮原　勝美　☎0920（86）2469

橘　　英次　☎0920（54）3347

会　　　　　場

上対馬総合センター

中対馬開発総合センター

対馬市交流センター

対馬市役所豊玉庁舎

美津島文化会館

日　　　　　程

10月21日（金）10：00～12：00

10月19日（水）10：00～12：00

10月21日（金）10：00～12：00

10月19日（水）19：00～21：00

問い合わせ 総務部　総務課　☎0920（53）6111
　

行政相談所を開設します

10月22日（土）13：00～15：00

農業委員会事務局からのお知らせ

問い合わせ 農業委員会事務局　☎0920（83）0302

「農業委員」「農地利用適正化推進委員」の推薦及び募集を行います

　法律の改正により、これまでの公選制から推薦・公募制に変更されたため、次期農業委員の推薦及び
募集を行います。また、新たに設置する農地利用最適化推進委員の推薦及び募集も併せて行います。
○業務内容　農業委員　・農地の権利移転や転用等に係る調査及び許認可審議
　　　　　　　　　　　・農地利用の最適化に係る現地調査及び指導
　　　　　　　　　　　・農地利用最適化推進指針の作成変更
　　　　　　農地利用最適化推進委員
　　　　　　　　　　　・担当地区内の農地利用の最適化に係る現地調査及び利用関係者への調整と推進
　　　　　　　　　　　・農地利用最適化推進指針の作成変更等への意見
○募集人数及び任期等

○申込期間　平成28年10月21日（金）～11月14日（月）まで　
○推薦及び応募の届出書の入手方法及び提出場所
　入 手 方 法…市ホームページからダウンロードするか、下記の提出場所にも備えています。
　提 出 場 所…農林・しいたけ課　　　　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441
　　　　　　　中対馬振興部地域振興課　〒817-1292　対馬市豊玉町仁位380
　　　　　　　上対馬振興部地域振興課　〒817-1701　対馬市上対馬町比田勝575-1
　　　　　　　農業委員会事務局　　　　〒817-1301　対馬市峰町三根451
○選考方法　農業委員は対馬市農業委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに選考しま

す。農地利用最適化推進委員は農業委員会の総会において、提出された書類をもとに選考
します。なお、必要に応じて対馬市農業委員候補者評価委員会に意見を求めることがあり
ます。また、両委員とも面接や関係者からの意見聴取を行う場合があります。

○そ の 他　推薦を受ける者及び募集をする者の資格、手続き等詳しくは、下記までにお問い合わせください。

区　分 区域名および募集人数 任　　期 報酬等（年額）

農業委員 対馬市全域 14名 平成29年3月1日
　　～平成32年2月29日

会長255,000円
委員233,000円

215,000円委嘱の日
～平成32年2月29日

厳 原 町 3名

美津島町 2名

豊 玉 町 2名

農地利用
最適化
推進委員

峰 　 町 2名

上 県 町 3名

上対馬町 2名
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未来創生課からのお知らせ

問い合わせ しまづくり推進部　未来創生課　☎0920（53）6111

市内での新規創業や新商品開発などを支援します

　雇用の創出と元気を創造するため創設した「対馬市創業等支援事業補助金」を活用した取り組みを募
集します。
　なお、事業内容及び対象者などの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
○事業内容

○応募期限　平成28年10月28日（金）※対象事業１については、事前にご相談ください。
○応募方法　「対馬市創業等支援事業補助金交付要綱」で定める書類を持参ください。
　　　　　　※要綱及び申請様式等は対馬市ホームページより取得いただくか、直接、未来創生課まで
　　　　　　　お越しください。
○交付決定　審査委員会で審査のうえ決定します。

水産課からのお知らせ

漁師になりませんか？

問い合わせ 農林水産部　水産課（対馬市新規漁業者就業推進協議会事務局）☎0920（53）6111
　

○申 込 資 格　真に対馬市に定住して漁業を営もうという強い意志を有

する健康な人、かつ、漁業種類を問わず１年以上漁業経

験がなく、申込の受付時点で55歳以下の人（U・I・J

ターン可）

○募 集 人 員　4名程度

○研　修　地　対馬管内の受け入れ可能な漁協

○研 修 内 容　①一本釣り、延縄漁業等の実践指導（仕掛けの作り方・餌の付け方・仕掛けの投入方法

　及び巻上方法・ロープワーク・船舶の操作方法等）

②定置漁業、養殖漁業等、雇用されて行う漁業の実践指導

○研修の特徴　収入がない研修中は、一定の要件を満たす研修者に生活費の補助制度あり

○研 修 期 間　研修開始から2年以内（1ヵ月当たり20日以上の研修を実施）

　　　　　　　※②の場合1年以内

○住　　　居　研修期間中の住居の斡旋が必要な方は別途ご相談ください。

○申 込 期 限　平成28年10月31日（月）まで

　　　　　　　※1　事業の詳細は対馬市ホームページをご覧ください。

　　　　　　　※2　研修希望場所の漁協と相談の上、下記へ申し込みください。

名　　　　称 補助率 補 助 額

1

2

3

4

5

地域経済循環創造事業

新規ビジネス応援事業

６次産業化推進事業

農商工連携支援事業

新商品開発事業

販路拡大事業

施設整備事業

対馬どぶろく特区活用支援事業

1/2以内

2/3以内

2/3以内

2/3以内

1/2以内

2/3以内

上限2,500万円

上限100万円

上限50万円

上限50万円

上限100万円

上限100万円
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政策推進課からのお知らせ

第2次対馬市総合計画を策定しました！（第6回）

問い合わせ しまづくり推進部　政策推進課　☎0920（53）6111

　平成27年度に策定した第2次対馬市総合計画。
　今回は“将来像３：支え合いで自立した島”実現のための『つながりづくり』の①『福祉と医療の体
制を整える』と②『島内外の移動手段を確保する』にかかる具体的な施策内容や目標項目について、
紹介します。

　本年度より実施いたします各種の取組みに対し市民皆さんの参画・協力をよろしくお願いします。｠

※１　高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で生活を維持することができ
るような包括的な支援・サービス提供体制のこと。

※２　Light Emitting Diodeの略。LED照明は、蛍光灯や白熱電球といった従来型の照明器具と比較すると、長
寿命・高信頼性、低消費電力・低発熱性、高価格である。

※３　価格が安くなっていくこと

１．『福祉と医療の体制を整える』実現のための具体的な施策内容

２．『島内外の移動手段を確保する』実現のための具体的な施策内容

【取組１】
救急医療体制の
充実

◎長崎県対馬病院への救急搬送に要する時間短縮
◎AEDを使用できる市民の増加
◎消防・救命に関わる人の増員とスキルアップ

●AED講習会の参加者数：
年2,500人

【取組２】
対馬版地域包括
ケアシステム
（※1）の構築

◎在宅医療・介護連携の推進
◎認知症支援策の充実
◎生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進
◎高齢者の居宅に関する施策の実施

●対馬版地域包括ケアシス
テム本格稼働：平成32
年度末

【取組３】
高齢者・障がい
者の生きがいの
創出

◎高齢者や障がい者の社会参画の推進
◎高齢者や障がい者の雇用創出の推進
◎高齢者の見守り体制の構築

●シルバー人材センターの
登録者数
　Ｈ32末：100人
　Ｈ37末：150人
（平成26年度末57人）

取組み項目 具体的な取組みの内容 目　標　項　目

【取組１】
島内の道路網の
整備

◎道路・トンネルの点検、橋梁の長寿命化
◎電灯のLED化（※2）
◎道路網の改良、維持補修
◎自然に配慮した道へ

●平成30年度末までに7路
線着手し、5路線を完了
●平成31年度から堂坂線、
尾浦浅藻線を重点整備

【取組２】
島内の公共交通
の利便性向上

◎需要に応じた効率的な路線体系の構築
◎まちづくりと一体となった利用促進策の導入
◎持続可能で効率的な運行体制の構築

●公共交通利用者数：年
36万人

【取組３】
島外への交通ア
クセスの利便性
向上

◎玄関口である港の整備
◎航空路・航路の維持、運賃の低廉化（※3）

●日本人の入島者数
　Ｈ32：年30万人
　Ｈ37：年50万人
●各港ターミナル
　平成32年度末完成

取組み項目 具体的な取組みの内容 目　標　項　目
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10月は「土地月間」です

Q 大規模な土地とは？

Q どんな取引が該当？
Q 届出は誰が？
Q いつまでに届出？
Q 提出する書類は？
Q どこに提出？

A

A 売買・代物弁済・交換など
A 土地の権利取得者（売買の場合であれば買主）
A 契約（予約を含む）締結日から2週間以内
A 届出書・売買契約書などの写し・土地の位置図など
A 土地がある市町村の「国土利用計画法」担当課　※届出用紙もあり

①市街化区域　  ②①を除く都市計画区域　 ③都市計画区域以外
2,000㎡以上　　　   5,000㎡以上　　　　   10,000㎡以上

権
利
譲
渡
者

権
利
取
得
者

市
町
村
長

県  

知  

事

不勧告

勧   告 公   表

助   言

※公表されている土地利用に関する計画に適合
　しない場合には勧告することがあります。
※勧告に従わない場合には公表することがあります。

※適正かつ合理的な土地利用を図るために助言
　することがあります。

従わない時

契約 届出 送付

意見

利用目的の審査

　国土利用計画法は、大規模な土地取引について届出制を設けています。
　大規模な土地販売などの契約（予約を含む）をしたときは、買主は、知事あての届出書に必要な書類
を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村役場へ届出てください。

問い合わせ しまづくり推進部　政策推進課　☎0920（53）6111
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浜口 広史 36歳
観光交流商工部　文化交流・自然共生課
博物館建設推進室
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花見 祐輔 32歳
福祉保険部　こども未来課
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中村 太亮 27歳
消防本部　消防署　総務課
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はまぐち  ひろふみは な み　ゆうすけなかむら　たいすけ
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市民協働・交通対策課からのお知らせ

問い合わせ しまづくり推進部　市民協働・交通対策課　☎0920（53）6111

 「つしま縁結びプロジェクト 第2弾」参加者を募集します

問い合わせ 農林水産部　農林・しいたけ課　☎0920（53）6111

緑の募金「県民参加の森林づくり事業」を募集します

　この事業は、皆様から頂いた緑の募金を活用して、地域の団体等が実施

する記念植樹等に対し苗木の購入等の経費を助成する事業です。

　植樹等を予定している団体や興味のある団体がありましたら、下記まで

ご相談ください。

※植栽樹種は、地域に生育している郷土樹種を原則として、主に中高木で

　構成した植栽としてください。

農林・しいたけ課からのお知らせ

イノシシソーセージづくり教室を開催します

※各会場　11：00～13：00まで

○申し込み　平成28年10月24日～　※必ず事前に下記まで申し込みください。

○参 加 費　小学生以上500円

※エプロン・三角巾は各自ご持参ください。

各会場
定員30名

前回開催した教室の様子

　　月　日　　　　　　　会　　　場

11月  3日 (木)　上対馬総合センター　調理室

11月12日 (土)　豊玉地区公民館　　　調理室 

11月23日 (水)　対馬市交流センター　調理室 
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ここからも
申し込みできます

★クリスマス直前イベント★
 クリスマスを特別な誰かと一緒に過ごす第一歩。偶然では出会えない赤い糸を探しに島外女性がやっ

て来ます！そば打ちやレザークラフトをとおして体験交流しませんか？

○日　　時　平成28年12月17日（土）～18日（日）
○対　　象　20代～40代までの結婚を真剣に考えている島内在住の男性
○参 加 費　5,000円（行程内の食費・交通・体験料含む）
○募集人数　15名（最小催行人数10名）※応募多数の場合は抽選
○申込〆切　平成28年11月22日（火）17：30まで
○申込方法　電話・FAX・郵送・Eメール等で、氏名・生年月日・住所・勤務先・電話番号を添えてお

申し込みください。なお、電話受付は平日8：45～17：30となります。

○申 込 先　つしま縁結びプロジェクト実行委員会（市民協働・交通対策課内）
　　　　　　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　

　　　　　　☎0920（53）6111　FAX 0920（53）6112

E-mail:enmusubi@city-tsushima.jp

※平成28年12月４日（日）に別途事前説明会と男塾（セミナー）を実施予定です。

　詳細はお申込後にご案内させていただきます。



問い合わせ 健康づくり推進部　中地区保健センター　☎0920（58）1116
長崎県立対馬青年の家　　　　　　　　　☎0920（83）0559

○日　　時　平成28年11月13日（日）9：00受付　9：30開会式
○集合場所　長崎県立対馬青年の家　
○コ ー ス　9キロコース・6キロコース（対馬青年の家 ⇔ 新佐賀トンネル手前の間）
○参加資格　どなたでも参加できます。（小学3年生以下は保護者同伴）
○参 加 費　1人200円　小学生未満は無料　（当日徴収・傷害保険料含む）
○申込方法　11月4日（金）17：00までに、電話もしくはFAXでお申し込みください。
　　　　　　FAXの場合は、任意の様式に下記事項を記載のうえお申し込みください。
　　　　　　①氏名　②年齢　③住所　④電話番号　⑤希望コース
○そ の 他　・飲み物は各自でご持参ください。
　　　　　　・車でお越しの方は、対馬青年の家駐車場をご利用ください。
　　　　　　・キャンペーン応募ハガキをお持ちの方は、ご持参ください。
　　　　　　・当日参加も受け付けます。
　　　　　　※雨天中止

峰町もみじウォーキング
歩いてつくる元気の　　キャンペーンわ
スポーツの秋！仲間を誘って
歩いてみませんか？

軽
食
を
用
意
！

参
加
賞
も
あ
る
よ
！

中地区保健センターからのお知らせ

中対馬振興部からのお知らせ

問い合わせ 中対馬振興部　地域振興課　☎0920（58）1111

市有財産を売却します

　一般競争入札により次の市有財産を売却します。
○物 件 名　旧市営渡海船「ニューとよたま」
○係留場所　対馬市美津島町雞知乙1180番地5地先　グリーンピア海浜公園浮桟橋
○最低落札価格　684,314円（税込み）
○船舶の概要
①船舶の種類…一般旅客船　
②建造及び進水年月…昭和62年3月
③登録航行区域…平水区域　
　※ただし、船舶安全法施行規則第1条第6項第25号の水域に限る。
④登録船舶番号…第293-19437号
⑤最大搭載人員…63人（うち旅客定員60人）
⑥総トン数…19トン
⑦船質…FRP
⑧速力…最大速力：27ノット、航海速力：20ノット
⑨主要目…長さ：11.95ｍ、幅：4.39ｍ、深さ：1.5ｍ
⑩主機関…船内機：ディーゼルエンジン2基、連続最大出力：320PS
⑪補機…エアコン用１基、燃料：軽油
⑫主な改修等履歴　平成14年1月主機関2基換装　平成21年7月補機1基取得
⑬燃油残量　A重油300ℓ、軽油20ℓ
○入札参加受付期間　公告の日～平成28年11月11日（金）17：00必着（土・日及び祝日を除く）
○提出書類　入札参加申込書及び添付書類
　　　　　　※申込書は対馬市ホームページからの取得及び中対馬振興部地域振興課に設置していま
　　　　　　　す。
○入札日　平成28年11月15日（火）
※詳細については、下記までお問い合わせいただくか、対馬市ホームページをご覧ください。
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教育委員会からのお知らせ

問い合わせ 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341
　

　長崎県では、広く文化財に親しんでもらい、地域の歴史への理解を
深めてもらおうと、11月を「文化財公開月間」とし、様々な取り組み
をすすめています。
　昨年に引き続き、対馬市でも厳原町今屋敷にある「国指定名勝　旧
金石城庭園」の魅力を広く理解していただくため、11月は入園料を無
料とします。
　また、12月以降も隣接の万松院に入場する際に配られる、パンフ
レットを持参した場合は、入園料を半額といたします（当日のみ有効）。

「芸術の秋」文化まつりを開催します

11月は国指定名勝「旧金石城庭園」の入園が無料です

問い合わせ

厳原町文化まつり

みつしま町文化まつり

豊玉町文化祭

峰町文化祭

上県町文化まつり

上対馬町文化祭

対馬市交流センター

美津島体育館

峰地区公民館

上県地区公民館

上対馬総合センター

11月 5 日（土）

11月 6 日（日） 

9：00～21：00

  9：00～15：00

11月 5 日（土）

11月 6 日（日） 

対馬市公会堂

豊玉文化会館

9：00～17：00

  9：00～15：00

11月 3 日（木）9：00～16：00

10月29日（土）

10月30日（日） 

9：00～17：00

  9：00～16：00

10月29日（土）

10月30日（日） 

9：00～17：00

  9：00～17：00

11月 5 日（土）

11月 6 日（日） 

9：00～17：00

  9：00～17：00

名　　　称 会　　　場 作 品 展 示 文化・芸能発表会

11月 6 日（日） 

10：30～15：00頃

11月 3 日（木）

13：00～16：00

11月 6 日（日）

10：00～12：30

10月30日（日）

13：00～15：30

11月 6 日（日） 
上対馬町・上県町
　　文化発表会
10：30～17：00
（上対馬総合センター）

厳原地区公民館　　☎0920（52）0363　峰地区公民館　　　☎0920（83）0151
美津島地区公民館　☎0920（54）4044　上県地区公民館　　☎0920（84）2576
豊玉地区公民館　　☎0920（58）0062　上対馬地区公民館　☎0920（86）3052

旧金石城庭園入園料一覧

住所地

市外

市内

市外

市内

市外

市内

市外

区　分

一　般

小・中学生

幼　児

団　体
（10人以上） 市内

入園料
（通常）

300円

100円

100円

  50円

無　料

無　料

入園料の8割（1人当たり）

入園料の8割（1人当たり）

入園料
（11月）

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

入園料
（12月以降：万松院パンフレット持参の場合）

通常入園料の半額

通常入園料の半額

通常入園料の半額

無　料

無　料

無　料

通常入園料の半額

通常入園料の半額

旧金石城庭園：江戸時代に対馬藩主の
　　　　　　　居館であった金石城の
　　　　　　　西南の方向に造られた近
　　　　　　　世庭園
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平成28年度 地域発「ながさき文化のちから」創生事業（長崎県）

「旅人の琴」第3回試演会

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

今年3回目となった「旅人の琴」試演会。世界屈指のギタリスト山下和仁氏らが奏でるギターと「旅人の琴」
プロジェクトで製作した琴が共鳴する演奏会。

　　「旅人の琴」プロジェクト

　「万葉集」に、天平元年（729）、大宰府長官であった大伴旅人が対馬の結石山の桐
の木で作らせた日本琴を朝廷の藤原房前に贈ったとされる歌が残されています。
　この「旅人の琴」を対馬で製作し様々なアプローチを行うプロジェクトです。
　今年度、対馬しまの文化・芸術活動推進実行委員会を中心にワークショップ参加者で
製作した「旅人の琴」を今回の演奏会に併せて展示します。

○日　　時　平成28年11月3日（木・祝日）15：00開演（14：30開場）※16：30分頃終了予定
○場　　所　花海荘（対馬市上対馬町西泊）
○出　　演　山下和仁・山下紅弓・山下波父

○入 場 料　500円（未就学児入場不可）
○主　　催　長崎県、対馬市教育委員会、対馬しまの文化・芸術活動推進実行委員会
○協　　賛　朝陽上対馬の宿　花海荘

問い合わせ 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341

赤米サミット2016 in豆酘を開催します

　「赤米神事」は古くから厳原町豆酘に伝わり、全国でも鹿児島県南種子町、岡山県総社市の3箇所に
しか残っていない貴重な民俗文化財です。一般の白米とは違い、その名のとおり実と稲穂は赤く、風に
なびくその光景は時を忘れ、心癒やされます。
　この度、下記日程のとおり、赤米を未来に継承し存続と活用を図るため『赤米サミット2016in豆
酘』を開催する運びとなりました。
　事前申し込みは不要で、どなたでもご自由に参加できます。
○日　　　時　平成28年11月14日（月）13：00～15：00
○場　　　　所　豆酘小学校体育館
○料　　　　金　無料　
○内　　　　容　基調講演・豆酘小児童による発表など
○関連イベント　対馬市交流センター3階展示ホールにおいて

※豆酘の赤米行事：国選択無形民俗文化財。赤米を祀り、栽培する行事。年間多くの行事があり、永く
　　　　　　　　　継承されてきたが「頭仲間」の減少により存続の危機にある。

まつ

と う な か ま

市民課・税務課からのお知らせ

問い合わせ 市民生活部　市民課・税務課　☎0920（53）6111

窓口での「本人確認」にご協力をお願いします

　平成20年5月1日の法改正に伴い、戸籍の届出・住民異動届や住民票の写し・戸籍謄抄本・印鑑登録
証明書・税関係証明書などの交付申請の際には、窓口に来られた方の本人確認が必要になりました。
　これは第三者による偽りや不正な請求を未然に防ぎ、皆さまの大切な個人情報を守るため、本人確認
をするもので、運転免許証などの身分証明書の提示にご理解とご協力をお願いします。
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第９号
平成２８年１０月吉日

味覚、芸術、スポー

ツ…秋の楽しみ方は

人それぞれですね。

文化財の島外流出、今こそ博物館の出番です！
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美津島町に伝来し

た仏像も島外流

出の危機にあい、

２０１１年に九州国

立博物館が購入。

　心ほのぼの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島原市有明町　八十島　守（72才）
　9月6日（火）老妻と豆酘行きのバスに乗った。運転手さんに「豆酘崎というところは豆酘から遠いで
すか？」とたずねた。「歩いて行かれるんですか？」「そのつもりです。」すると運転手さんは「豆酘
崎までどんくらいかかろうか？」とお客さん達にたずねた。「そらあ、片道40分はかかろうよ。」「う
んにゃぁゆっくりあゆうだら1時間かかろうばい。」「タクシーはないんでしょうか？」「なかねー」
との声。
 豆酘崎は景色のよいところだとガイドマップにあったのに残念だ。あきらめなければいけないなぁー
と思っていると。「どちらからおいでになったんですか？」「島原です。」するとお客さんが何人かで
話をしておられたが、「せっかく島原からちゅうとに何とかせにゃんじゃろう。」「何とかさんに車ば
たのんでみっけん運転手さん、次の停留所でちょっと止めて、電話してみっけん。」「お客さん!豆酘
崎までつれていってくれるごと話がついた。」
　びっくりした!!思ってもみないことだった。
　豆酘につくと「ここで待っとって車くるけん!」やがて60才前後の商店の御主人が車にのせてくださ
った。豆酘崎につくと景色のよい所までわざわざ案内してくださった。絶景だった!!感動した!!妻もしき
りにすばらしいを連発していた。寸志を出すと、「島原からわざわざ来てもろうて豆酘はよろこんでま
す。これはいただけません!」とどうしても受け取ってもらえなかった。もどって奥様にさし出すと
「豆酘を見てもろうただけで私達はうれしかとですよ。」
　豆酘の人たちの心、対馬のすばらしい思い出になりました。　　　　　　　　　（原文のまま掲載）

「市民の対応に感動」～旅行者が市役所に持参したお手紙を紹介します～

や そ じ ま

文化財の島外流出、今こそ博物館の出番です!

2016. 10 16



【クーリング・オフとは？】

○訪問販売や電話勧誘などで契約をした場合に、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。

【クーリング・オフの一定期間とは？】

○訪問販売・電話勧誘販売は、書面を受け取った日から→8日間

○連鎖販売取引（マルチ商法）・業務提供誘引販売（内職モニター商法）は、書面を受け取った日また

は、商品を受け取った日のいずれか遅い方から→20日間

○特定継続的役務提供（エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービ

ス）は、書面を受け取った日から→8日間

○訪問購入（業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの）は、書面を受け取った日か

ら→8日間

【注意点】通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。通信販売事業者の返品特約表示を確認

　　　　　しましょう。

要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

～消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します～

クーリング・オフ制度って、な～に？

対馬市役所1階
観光商工課内
☎0920（52）8322

　クーリング・オフの手続き方法など困った時は、一人で悩まずに対馬市消費生活相談所
もしくは長崎県消費生活センターにご相談ください。

年金コーナー年金コーナー
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

○日時　11月9日（水） 13：30～17：00
　場所　美津島行政サービスセンター
○日時　11月10日（木） 9：00～17：00
　場所　対馬市役所別館会議室
★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 11月4日（金）まで（期限厳守）

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同

様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

　控除の対象となるのは、平成28年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分

や追納された保険料も含まれます。

　また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支

払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

　なお、平成28年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調

整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

　このため、平成28年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬

に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必

ずこの証明書または領収証書を添付してください（平成

28年10月1日から12月３１日までの間に、今年はじめ

て国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬

に送られます）。

【問い合わせ】
　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1582
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